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くらし、はたらき、ともにススメ！ 

 

（１）時間外労働の上限規制 いよいよ最終段階へ 
 

2024 年４月から建設業、トラック・バス・タクシー・ハイヤーのドライバー、医

師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となります。長時間労

働の解消などによる労働環境の改善により、働く人、一人ひとりがより良い将来の展

望が持てることを目指しています。そのためには、すべての人が当事者意識をもって

改革を後押しすることがとても大切です。 

働き方改革ＰＲ動画シリーズ「はたらきかたススメ」では、俳優の小芝風花さんもご

協力を呼び掛けていますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

（2）スローガンは「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」 

－ 全 国 労 働 衛 生 週 間 － 
 

 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する

国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなど

を目的に、昭和 25 年から毎年実施しており、今年で 74 回目になります。この機会

に日常での労働衛生活動の総点検を行うなど、健康職場の実現に向けた積極的な取り

組みをお願いします。 

 また、毎年 9 月は「職場の健康診断実施強化月間」となっていますので、労働安全

衛生法等に基づく健康診断や事後措置の実施等の状況をご確認いただくようお願い

します。 
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（3）繰り返される従来型の死亡災害と減少に転じない死傷災害 
 成田労働基準監督署管内の令和 5 年の労働災害は、7

月末現在で死亡災害は 3 件、休業 4 日以上の死傷災害は

285 件（新型コロナ関連除く）で、昨年の同期（死亡 4

件、死傷 265 件）と比較し、死傷災害は 20 件増加して

います。事故の型別では、動作の反動・無理な動作（腰

痛を含む）65 件と転倒 63 件で約半数を占めています。 

 今年 5 月には、車両系建設機械の転倒と斜面からの墜落

と考えられる死亡災害が発生していますが、前者は、クレ

ーン機能を有する車両系建設機械（ドラグ・ショベル）を

使用し荷をつり上げる際、安全装置を有効に機能させるた

めのモード切り替え操作を行っていなかった、後者は、高

さ 2 メートル以上の高所作業において、足場を設けるなど

の墜落防止対策を行っていなかったという状況が認めら

れました。 

 全国的に見ても、死傷災害の増加傾向に歯止めがかから

ず、特に、転倒や腰痛といった作業行動に起因する労働災

害や墜落・転落による死亡など、重篤な災害が依然として

後を絶たない状況が問題視されています。 

 労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を

築くためには、14 次防の施策を着実に推進する必要があ

りますが、定期的な経営トップによる呼び掛けや職場の総

点検を実施するなど、様々なアプローチ法をご検討いただ

き、取り組みを進めていたただくようお願いし

ます。 

 

 

  

 

（4）引き続き、熱中症に警戒を！ 
 

 8 月は「ＳＴＯＰ熱中症！クールワークキャ

ンペーン」の重点取組期間です。千葉県内では

7 月に製造業で熱中症による死亡災害が発生し

ています。暑さ指数（ＷＢＧＴ値）に応じた衛

生３管理を徹底し、体調不良の者に少しでも異

常を認めたときは、躊躇することなく救急車を

要請しましょう。 
  

（5）職場の労働衛生基準について 
 令和３年 12 月１日に「事務所衛生基準規則及

び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公

布され、照明の基準のほか、事務所・作業場等に

おける清潔、休養など、一般的な労働衛生基準が

見直されていますので、ご留意ください。 

 

 


